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湧水町学校給食共同調理場調理等業務委託プロポーザル実施要領  

 

令和８年８月から開始する湧水町学校給食共同調理場の調理等業務を行う事

業者の募集に関して必要な事項を定めるものとする。事業者の選定に当たっては，

経済能力，技術能力等を活用することにより，調理業務の安全性及び効率性を確

保するため，公募型プロポーザル方式を採用する。  
 

Ⅰ 委託業務の概要 

１ 委託業務名 湧水町学校給食共同調理場調理等業務委託 

２ 履行場所  湧水町学校給食共同調理場（鹿児島県姶良郡湧水町北方 480−2） 

３ 履行期間  令和８年８月１日から令和 11 年７月 31 日まで（３年間）  

４ 湧水町学校給食共同調理場の概要 

      面  積   延床面積 1,695㎡ 

      構  造   鉄骨造 ２階建て 

      調理食数   約 670食／日（最大調理能力 1,200食/日） 

      献 立 数   １献立制 

      提供校数   小学校５校，中学校２校 幼稚園１園 

      給食回数   年間 200回程度 

      供用開始   令和８年８月 

      配送車    １.５ｔ車・３.0ｔ車 各 1台 

 

５  業務内容の概要（詳細は仕様書のとおり）  

（ 1）調理業務計画書の作成業務  

（ 2）学校給食の調理業務及びアレルギー除去食及び代替食の調理業務  

（ 3）配缶等業務  

（ 4）納品された食材の検収及び移し替え，保管業務  

（ 5）保存食の採取業務  

（ 6）調理施設，設備の清掃及び日常点検  

（ 7）食器，食缶，調理器具等の洗浄・消毒・保管業務  

（ 8）残渣・残食等集積業務  

（ 9）配送業務補助  

(10）上記に付帯するその他必要な業務  

 

詳細は，別紙委託仕様書のとおり。また，委託業務開始に向けた準備，トレ

ーニング等を委託者と協議し実施すること。  
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６  委託料の上限額  

3 年間の委託料の上限額は次のとおりとする。（消費税相当額 10％含む。） 

 

３年間委託料合計金額   １１６，８２０，０００  円  

※給食開始までのトレーニングに要する費用及びトレーニング用食材を含む。  

※この金額は契約（予定）金額を示すものではない。  

 

Ⅱ  委託業者決定までのスケジュール  

 

公募期間（町ホームページ）  

応募意思表明書及び一次審査資料提出受付  

令和７年 12 月 16 日 (火 )から  

令和８年１月９日 (金 )まで  

業者説明会及び現地見学会  令和８年１月 14 日 (水 ) 

実施要領等に関する質問の受付  令和８年１月 14 日 (水 )から  

令和８年１月 16 日 (金 ) 

実施要領等に関する質問に対する回答  

 

令和８年１月 23 日 (金 ) 

 

一次審査（書類審査）及び結果通知  令和８年１月中旬予定  

二次審査書類提出  令和８年２月２日 (月 )まで  

二次審査  

（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

令和８年２月中旬予定  

審査結果に関する通知  二次審査終了後 1 週間程度で

文書により発送  

契約締結   

業務開始  令和８年８月１日  

  

※受付等は，土曜日，日曜日及び祝日は行わない。  
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   Ⅲ  参加資格及び参加手続き  

 １  参加資格要件   

  本プロポーザルに応募できる事業者は，次に掲げる条件を全て満たすものと

する。  

 ① 事業者の資格要件 

(ｱ)法人格を有し，業務委託を円滑に遂行できるよう安定的かつ健全な資金能力を有して

いること。 

(ｲ)小・中学校を対象とした学校給食センター等の大量調理施設で，1日 1,000食以上提

供する給食の調理業務契約を締結しているもので，受託実績を過去に３年以上有し

ていること。 

(ｳ)給食センターでの緊急時に速やかに対応できるように，本町内又はその近郊（おおむ

ね２時間以内に駆けつけられると判断できる場所）に本社，支社，営業所及び事業

所（以下「本社等」という。）のいずれかを業務委託の開始までに設置し，緊急対応

及び調整が行える人員を配置すること。 

② 事業者の応募制限 

 次に該当する事業者は，応募することができないこととします。 

(ｱ)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する事業者 

(ｲ)国，公社，公団及び湧水町を含む地方公共団体において，指名停止措置を受けている

事業者 

(ｳ)会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づき更生手続の開始申立てをしている事

業者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続の開始申立てをし

ている事業者 

(ｴ)国税，都道府県税及び市町村税を滞納している事業者 

(ｵ)過去３年間に食品衛生法の営業の禁止又は停止の処分を受けた事業者  

(2) 応募資格の確認 

事務局は，事業者の備えるべき要件を満たしていることを応募意思表明書等により

審査します。審査の基準日は応募意思表明書の提出日とし，不備の場合は失格としま

す。 

また，応募資格審査後から契約締結の日までに，事業者の備えるべき応募資格を欠

くような事態が生じた場合も失格とします。 
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２  参加資格の基準日  

   参加資格の基準日は，応募意思表明書の提出日とする。ただし，参加資格

確認後から審査結果の決定日までに参加事業者の備えるべき要件を欠く事

態が生じた場合には失格とする。  

 

 

Ⅳ  応募要項  

１  応募に関する留意点  

（１）実施要領等の承諾  

参加事業者は，実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。  

（２）参加費用の負担  

参加に関して必要な費用は，参加事業者の負担とする。  

（３）使用言語及び単位  

参加に関して使用する言語は日本語，単位は計量法（平成４年法律第

51 号）に定めるものとし，通貨単位は円とする。  

（４）著作権  

参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は，原則と

して書類の作成者に帰属する。ただし，採用した提案書等の著作権は，

町に帰属する。  

（５）提出書類の取扱い  

提出された書類については，変更できないものとし，返却をしない。  

（６）資料の取扱い  

   町が提示する資料は，参加に係る検討以外の目的で使用することを禁

止する。また，この参加に係る検討の目的であっても町の了承を得るこ

となく，第三者に対してこれを使用させ又は内容を提示することを禁止

する。  

（７）応募の無効に関する事項  

   次のいずれかに該当する応募は，無効とする。  

 ①  応募意思表明書提出時から契約締結日までに，事業者が不渡手形又は

不渡小切手を出した場合  

 ②  同一事業者が，複数の提案書の提出をおこなった場合  

 ③  審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

 ④  著しく信義に反する行為があった場合  

（８）提出された内容に関する確認作業  

   提出された提案書等の内容で，確認を要すると判断した場合は，応募

意思表明書に記載の担当者への確認作業を行うことがある。  

（９）その他  
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   ①  町が提示する資料及び質問に対する回答書は，実施要領等と一体のも

のとして，同等の効力を有するものとする。  

   ②  この実施要領に定めるもののほか，参加に当たって必要な事項が生じ

た場合には，参加事業者に通知する。  

 

２  実施要領等の公表  

（１）公表方法  

 本町ホームページにて公募を行う。  

なお，各書類は掲載するので，ダウンロードして使用すること。  

①  業者説明会及び現地説明会日時  

 令和８年１月 14 日（水）午後２時～  

②参加可能人数  

 ２名まで  

③持参する物  

 白衣・調理場内で履く清潔な靴  

（２）公表資料  

①  共同調理場平面図  

 ②  献立表  

  

３  実施要領等についての質問の受付及び回答  

  質問書は次のとおり受付け，各社担当へ E メールにて回答する。  

（１）受付期間  

令和８年１月 14 日（水）から１月 16 日（金）まで（最終日は午後４

時まで）  

（２）質問書の提出方法  

実施要領等に関する質問書（様式３号）に内容を簡潔にまとめて記載し，

湧水町学校給食共同調理場へ E メールにて提出すること。  

 E メールアドレス： kyushoku@town.yusui.kagoshima.jp 

（３）回答期日  

令和８年１月 23 日（金）  

（４）回答書の公開  

    メール返信にて回答する。無用な混乱を招くことが危惧されるときは，質問に

回答しなしことがある。なお，電話や口頭での個別の対応は行わない。  
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４  提案書の提出  

（１）提出書類  

①一次審査 

番号 書 類 等 様式番号 

 １ 応募意思表明書 様式１号 

 ２ 会社概要書 様式２号 

 ３ 法人登記簿謄本の写し  

 ４ 会社概要が分かるパンフレット及び定款  

 ５ 直近３事業年度の決算に係る各帳票類 

（貸借対照表・損益計算書の写し） 

 

 ６ 国税，都道府県税及び市町村税の未納がないことを証

明できる書類 

 

②  二次審査  

各種提案書・見積提案書（様式 6 号の 1～９）  原本１部・副本７部  

（２）受付期間   

 ①一次審査分  令和 7 年 12 月 16 日（火）から令和８年１月９日（金）（午

前９時から午後５時まで）  

②  二次審査分  令和８年２月２日（月）まで（様式のみで結構です。）  

（午前９時から午後５時まで）  

※プロポーザル当日は（５）のとおりで，原本１部・副本７部の準備

をお願いします。  

（３）提出先  

   ①一次審査分  

〒 899-6192 鹿児島県姶良郡湧水町中津川 603番地 

湧水町教育員会教育総務課 湧水町役場吉松庁舎 2F 

℡ 0995－ 75－ 2142 

② 二次審査分  

〒 899-6202 鹿児島県姶良郡湧水町北方 480番地 2 

湧水町学校給食共同調理場  

℡ 0995－ 74－ 2376  

（４）提出方法  

  持参及び郵送等  

  （５）製本等（プロポーザル当日分）  

 ①提出書類の規格は縦Ａ４版・横書き・左綴じとし，下段にページ番号を

付してＡ４版フラットファイルに綴じる。  

 ②フラットファイルの表紙及び背表紙には，業務名「湧水町学校給食共同

調理場調理等業務委託」と参加事業者名を記載のこと。  

 

Ⅴ  選考審査  

 １  審査  

   提出書類の審査は，湧水町学校給食共同調理場調理等業務委託業者選定委

員会（以下「選定委員会」という）が行う。  
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 ２  第一次審査  

   書類審査による。第一次審査結果は全応募者に通知し，第一次審査で適正

と認められた事業者に対して第二次審査を行う。  

   なお，第一次審査の結果についてはメール及び文書により通知を行う。  

 ３  第二次審査  

   選定委員会は，第一次審査で選定した事業者を対象にヒアリングを実施し，

選定基準に基づき採点する。なおプレゼンテーションの順番は参加申込書類

の受付順とする。  

（１）日   時   令和８年２月中旬  午後２時から（予定）  

   場   所   湧水町役場栗野庁舎  第３会議室  

（２）所要時 間  プレゼンテーションとヒアリングを含めて 30分とする。 

             （プレゼンテーション：20分程度，質疑応答 10分程度） 

（３）出席者 数  ５名まで  

（４）そ の 他  パソコン等を使用する場合は，各自準備のこと。  

       （スクリーンは町で用意する。）  

（５）結果の通知  第二次審査の結果を参加事業者全てに通知する。  

４  参加辞退  

   この審査への参加を辞退しようとするときは，応募意思表明取消届 (様式

７号 )を提出すること。  

５  優先交渉権者の特定  

   第二次審査の結果，選定委員会の点数が最も高かった者が，湧水町学校給

食共同調理場調理等業務委託で締結するに当たり，優先交渉権を得る。ただ

し，優先交渉権者が契約締結までの間にこの要領等における参加資格を有し

なくなった場合又は契約ができなかった場合は，評価結果が次点の事業者を

新たに優先交渉権者として手続きを行う。  

６  特別な事情がない限り，見積提案額を契約額とする。また，契約者は，委

託業務履行に当たり誠意をもって提案内容を実施しなければならない。  

７  このプロポーザル実施に当たり，参加希望者に不正があった場合は選定委

員会で検討し失格とする。  

８  この審査に関して，参加希望者から提出された書類は個人情報等を除き町

情報公開条例に基づき公開する場合がある。  

 

Ⅵ  提案書に関する条件  

１  業務委託に関する条件 

(1) 業務委託内容 
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仕様書のとおりとする。 

(2) 守秘義務 

本業務委託を実施する受託者は，業務に関して町から開示された資料及び情報並びに

本業務委託の遂行を通して知得した情報等を，町の書面による同意がある場合のほか，

第三者に開示し，又は漏らしてはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するも

のはこの限りでない。 

① 町から知得する以前に所有していたもの，又は，既に公知のもの 

② 町から知得した後に，受託者の責めに帰し得ない事由により公知となったもの 

③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知得したもの  

(3) 履行の確認等 

受託者は「仕様書」の定めに従い，毎月の業務完了を「業務委託完了届」により町に

提出することとし，町は，「業務委託完了届」を受領したときは，適切に履行されている

ことを確認し，委託料を支払う。 

(4) 委託料の支払 

受託者は，(3)により町が適切に履行されていると確認した後，当該月分の委託料を町

に請求し，町は，請求書を受理した日から 30日以内に委託料を支払う。 

なお，町が受託者に支払う各月の委託料の額は，年間委託契約金額をその年の契約月

数で除した額（100円未満は３月分で調整する。）とする。 

２ 遵守法令  

【法令等】 

  ・学校給食法    ・食品衛生法   ・労働基準法等の労働関係法令 

・学校給食衛生管理基準（文部科学省） ・大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省） 

・その他の関連法規等 

【町の条例等】 

  ・湧水町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例及び同施行規則 

  ・今後整備する予定の業務上の要領及びマニュアル等 
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Ⅶ  選考審査基準  

 １  採点は，次に掲げる評価項目に関して，参加者から提出された書類及びヒ

アリングに基づき各審査委員が行う。  

 

  項目 留意点 

１ 学校給食に対する考え方 
学校給食に対する考えや取り組み，委託者との協力関

係の構築など 

２ 
調理業務従事者の体制，職員研

修について 

人員体制・勤務体制・専門職の配置・従事者の研修・

欠員時の人員補充（コロナウイルス感染による休暇時

など）現共同調理場の調理員等の雇用や地元優先雇

用。調理員に対する巡回指導及び研修計画。業務委託

開始までの準備業務を円滑に行うための方策 

３ 地域貢献に対する考え方 地域貢献や地域参画に関する具体的な意見や考え 

４ 
学校給食調理業務受託実績 

大量調理施設業務受託実績 

学校給食での調理業務受託実績，大量調理施設での業

務受託実績（グループ会社含む全国実績） 

５ 安全・衛生管理について 
従事者の健康管理や，管理監督体制，異物混入事故，

食中毒防止等の事故防止対策 

６ 

危機管理に関して（緊急事態や

事故，災害が発生した場合の措

置 

異物混入や食中毒，ノロウイルス等が発生した場合の

対応や人員体制（応援体制も含む），災害発生時など 

７ 
食物アレルギーへの対応につ

いて 

アレルギー対応食の調理に関する取り組み，事故防止

のノウハウなど 

８ 
食育の推進，学校との連携につ

いて 

食育を推進するための提案及び学校との連携につい

ての考え方を，具体的に示してください。 

９ 地産地消について 
地場産品の食材を積極的に学校給食に取り入れるこ

とについての考え 

10 見積書 見積金額の内容・調理従事者の給与等 

   

 


